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議案第５９号 霧島市農地災害復旧事業分担金徴収条例（平成18年霧島市条例第119号）の一部改正について 

改正後 改正前 

（適用範囲） （適用範囲） 

第２条 国の補助事業に適用する分及び       農地小災害復旧事業とする。 第２条 国の補助事業に適用する分及び激甚指定された農地小災害復旧事業とする。 

（分担金の額） （分担金の額） 

第３条 事業の施行により徴収すべき分担金は、別表の左欄に掲げる種類に応じ、それぞ

れ同表の右欄に掲げる金額とする。 

第３条 事業の施行により徴収すべき分担金は、補助災害については当該農地災害事業に

要する費用のうち国の補助金額を除いた額の５分の１、農地小災害復旧事業については

一般財源相当額の10分の１とする。 

 

別表（第３条関係） （新設） 

種類 分担金の額 

補助災害 次の各号により算出した額の合算額 

⑴ 当該農地災害復旧事業に要する費用（委託料を除く）

のうち国の補助額を除いた額に５分の１を乗じて得た額 

⑵ 当該農地災害復旧事業に要する委託料に100分の2.6

を乗じて得た額 

農地小災害復旧事業 当該農地災害復旧事業に要する費用に100分の2.6を乗じて

得た額 
 

 

  

 


